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年７月 28 日に監査法人ハイビスカスより受領しており、証券会員制法人札幌証券取引所の「監理銘柄

及び整理銘柄に関する規則第 3 条第 1 号 a(j)」に該当するため、監理銘柄（審査中）に指定されてお

ります。 
 
3． 今後の見通し 
 金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づく第 53 期（平成 23 年 4 月 1 日から平成 23 年 6
月 30 日）第 1 四半期報告書につきましては、本日、提出いたします。 
 
4． 四半期レビュー報告書の記載内容 
 受領した四半期レビュー報告書に記載された内容は以下のとおりであります。 
 

当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられてい

るＲＨインシグノ株式会社の平成 23年４月１日から平成 24年３月 31日までの連結会計年度の第１四

半期連結会計期間（平成 23 年４月１日から平成 23 年６月 30 日まで）及び第１四半期連結累計期間（平

成 23 年４月１日から平成 23 年６月 30 日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸

借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行

った。 
  
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任 
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準

拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要

な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統

制を整備及び運用することが含まれる。 
 
監査人の責任 
当監査法人の責任は、当監査法人が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビュー

の基準に準拠して実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。  
しかしながら、「結論の不表明の根拠」に記載した事項により、当監査法人は、結論の表明の基礎とな

る証拠を入手することができなかった。 
 
結論の不表明の根拠 

会社には前連結会計年度において内部統制に重要な欠陥が存在し、当該重要な欠陥の影響を考慮し

て実施すべき監査手続を実施できず合理的な基礎を得ることができなかったとして、前任監査人の意

見が表明されていない。当監査法人は平成 23 年８月８日に監査及び四半期レビュー契約を締結したた

め、前任監査人との間で監査業務の引継を実施したものの、時間的な制約から期首残高に関して十分

かつ適切な証拠を入手するための手続を実施できなかった。 
 
結論の不表明 
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、「結論の不表明の根

拠」に記載した事項の四半期連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響の重要性に鑑み、ＲＨインシグ

ノ株式会社及び連結子会社の平成 23 年６月 30 日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半

期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認

められなかったかどうかについての結論を表明しない。 
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利害関係 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。 
 
 

以上 

 


